
納税通知書の見方

年度の表示について

課税年度がここに表示されます。

課税課へのお電話の際は

お問合せ番号をお伝えください。

6月11日以降に発送する通知書
には変更等の事由が入ります。

住民税は（給与・年金等）複数の収入がある場合それらを
合算して計算します

※上場株式や土地の譲渡などの課税分は税率が異なるため、別に
計算します。

（Dの課税標準額は1,000円未満切り捨て)

（調整控除は所得税との控除差による税負担増を減じる控除です)

年税額の計算のしかた

Ａ 合計所得金額 2,229,657円

合計所得金額 (A)－繰越損失額(この例では0円) ＝ Ｂ

Ｂ 総所得金額等 2,229,657円

Ｃ 控除合計 1,365,478円

Ｄ 課税標準額 (B-C) 864,000円

BA C

D

都
民
税

所得割
（４％）

864,000円(D)×４％＝34,560円
－4,600円（調整控除）＝29,900円

均等割 1,000円

合 計 30,900円（E）（１００円未満切り捨て）

区
民
税

所得割
（6％）

864,000円(D)×6％＝51,840円
－6,900円（調整控除）＝44,900円

均等割 3,000円

合 計 47,900円（F）（１００円未満切り捨て）

森林環境税（国税） 1,000円（G）

1年間に納めていただく税額

30,900円（E）＋47,900円（Ｆ）＋1,000円（Ｇ）

＝79,800円（Ｈ）

G

仮徴収について （地方税法321条の７の８ ）

各年度の公的年金分の年税額の1／2を翌年度の４月・６月・８月
に仮に徴収することが法律で定められています。

なお、令和９年４月・６月・８月分の税額（青色の欄の金額）は、
令和９年度住民税なので、今回の年税額には含まれていません。

税額控除について

調整控除等の税額控除は社会保険料控除などの所得控除とは
異なり、課税標準額に都民税や区民税の税率を乗じたあとに
控除されます。

住宅ローン控除やふるさと納税などの寄附金税額控除なども
こちらに記載されます。H

H

年税額について

年税額は一年間に納めていただく税額（全体）です。

税金を納めていただく方法は大きく分けて給与・年金から
の特別徴収（給与・年金差し引き）と普通徴収（個人払い）
の２通りがあります。

特別徴収分がある場合は、それらを差し引いた残りの分
が差引普通徴収税額（普通徴収分）として記載されます。

本年より年金から特別徴収が始まる方 （65歳以上）

年金分の住民税の1／2は普通徴収（個人払い）となり、
第１期と第２期で納めていただきます。残りの1／2は、
年金より10月・12月・２月に特別徴収されます。

※調整控除は普通徴収分から差し引かれます。

第１期 第２期 第３期 第４期

年金以外 20,800 18,000 18,000 18,000

年金 1,500 1,000 **** ****

納付額 22,300 19,000 18,000 18,000

ｚ
公的年金からの特別徴収 (地方税法321条の７の２）

前年中に公的年金を受け、令和８年４月１日（基準日）に
65歳になられている方は、令和８年10月以降に支払わ
れる老齢基礎年金等から、住民税が特別徴収されます。

所得金額の計算について

給与と年金の収入は別々に一定の式にあてはめ、所得
額を計算します。（所得税法別表５など）

事業等の収入がある場合には必要経費を引いたもの
が所得となります。

所得税と住民税の所得控除の違いについて

所得税と住民性では各種所得控除の額が下記の例の
ように異なります。

住民税の控除額についての詳細は納税通知書の裏面に
記載されています。

所得税 住民税

一般扶養控除 38万円 33万円

特定扶養控除 63万円 45万円

老人扶養控除 48万円 38万円

ひとり親控除 35万円 30万円

(円)

16歳未満の扶養控除額はありません。 扶養親族数は住民
税の非課税判定等に使用しますので人数のみ記載されます。

令和８年６月
江戸川区総務部課税課

F 44,900円+
3,000円 E 29,900円+

1,000円


